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省】

重篤な慢性疾患に苦しむ患者等からの相談を適切に

受けることができる看護師等を養成するなど、心理的

ケアが実施できる体制の整備を図る。【厚生労働省】

７．社会全体の自殺リスクを低下させる

自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因

（自殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進

要因（自殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、

社会全体の自殺リスクを低下させる方向で実施する必

要がある。そのため、様々な分野において、「生きるこ

との阻害要因」を減らし、併せて「生きることの促進

要因」を増やす取組を推進する。

（１）地域における相談体制の充実と支援策、相談窓

口情報等の分かりやすい発信

地方公共団体による自殺対策関連の相談窓口等を掲

載した啓発用のパンフレット等が、啓発の対象となる

人たちのニーズに即して作成・配布されるよう支援し、

併せて地域の相談窓口が住民にとって相談しやすいも

のになるよう体制の整備を促進する。【厚生労働省】

また、悩みを抱える人がいつでもどこでも相談でき、

適切な支援を迅速に受けられるためのよりどころとし

て、２４時間３６５日の無料電話相談（よりそいホッ

トライン）を設置し、併せて地方公共団体による電話

相談について全国共通ダイヤル（こころの健康相談統

一ダイヤル）を設定し、引き続き当該相談電話を利用

に供するとともに、自殺予防週間や自殺対策強化月間

等の機会を捉え、広く周知を進めることにより、国民

の約３人に２人以上が当該相談電話について聞いたこ

とがあるようにすることを目指す。【厚生労働省】

さらに、支援を必要としている人が簡単に適切な支

援策に係る情報を得ることができるようにするため、

インターネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）

を活用した検索の仕組みなど、生きることの包括的な

支援に関する情報の集約、提供を強化し、その周知を

徹底する。【厚生労働省】

「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現に向けた施

策として、制度の狭間にある人、複合的な課題を抱え

自ら相談に行くことが困難な人などを地域において早

期に発見し、確実に支援していくため、地域住民と公

的な関係機関の協働による包括的な支援体制づくりを

進める。【厚生労働省】

（２）多重債務の相談窓口の整備とセーフティネット

融資の充実

「多重債務問題改善プログラム」に基づき、多重債

務者に対するカウンセリング体制の充実、セーフティ

ネット貸付の充実を図る。【金融庁、消費者庁、厚生労

働省】

（３）失業者等に対する相談窓口の充実等

失業者に対して早期再就職支援等の各種雇用対策を

推進するとともに、ハローワーク等の窓口においてき

め細かな職業相談を実施するほか、失業に直面した際

に生じる心の悩み相談など様々な生活上の問題に関す

る相談に対応し、さらに地方公共団体等との緊密な連

携を通して失業者への包括的な支援を推進する。【厚生

労働省】

また、「地域若者サポートステーション」において、

地域の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自

立を個別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】

（４）経営者に対する相談事業の実施等

商工会・商工会議所等と連携し、経営の危機に直面

した中小企業を対象とした相談事業、中小企業の一般

的な経営相談に対応する相談事業を引き続き推進する。

【経済産業省】

また、全都道府県に設置している中小企業再生支援

協議会において、財務上の問題を抱える中小企業者に

対し、窓口における相談対応や金融機関との調整を含

めた再生計画の策定支援など、事業再生に向けた支援

を行う。【経済産業省】

さらに、融資の際に経営者以外の第三者の個人保証

を原則求めないことを金融機関に対して引き続き徹底

するとともに、経営者の個人保証によらない融資をよ

り一層促進するため「経営者保証に関するガイドライ

ン」の周知・普及に努める。【金融庁、経済産業省】

（５）法的問題解決のための情報提供の充実

日本司法支援センター（法テラス）の法的問題解決

のための情報提供の充実及び国民への周知を図る。【法

務省】

（６）危険な場所、薬品等の規制等

自殺の多発場所における安全確保の徹底や支援情報

等の掲示、鉄道駅におけるホームドア・ホーム柵の整

備の促進等を図る。【厚生労働省、国土交通省】

また、危険な薬品等の譲渡規制を遵守するよう周知

の徹底を図るとともに、従来から行っている自殺する

おそれのある行方不明者に関する行方不明者発見活動

を継続して実施する。【警察庁、厚生労働省】

（７）ＩＣＴを活用した自殺対策の強化

支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係

る情報を得ることができるようにするため、インター

ネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用

した検索の仕組みなど、支援策情報の集約、提供を強

化する。【厚生労働省】【再掲】

自殺や自殺関連事象に関する間違った社会通念から

の脱却と国民一人ひとりの危機遭遇時のため、インタ

ーネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を積

極的に活用して正しい知識の普及を推進する。【厚生労

働省】【再掲】

若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾

向がある一方で、インターネットやＳＮＳ上で自殺を

ほのめかしたり、自殺の手段等を検索したりする傾向

もあると言われている。そのため、自宅への訪問や街

頭での声がけ活動だけではなく、ＩＣＴ（情報通信技

術）も活用した若者へのアウトリーチ策を強化する。

【厚生労働省】

（８）インターネット上の自殺関連情報対策の推進

インターネット上の自殺関連情報についてサイト管

理者等への削除依頼を行う。【警察庁】

また、第三者に危害の及ぶおそれのある自殺の手段

等を紹介するなどの情報等への対応として、青少年へ

のフィルタリングの普及等の対策を推進する。【総務省、
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文部科学省、経済産業省】

青少年が安全に安心してインターネットを利用でき

る環境の整備等に関する法律に基づく取組を促進し、

同法に基づく基本計画等により、青少年へのフィルタ

リングの普及を図るとともに、インターネットの適切

な利用に関する教育及び啓発活動の推進等を行う。【内

閣府、文部科学省、経済産業省】

（９）インターネット上の自殺予告事案への対応等

インターネット上の自殺予告事案に対する迅速・適

切な対応を継続して実施する。【警察庁】

また、インターネットにおける自殺予告サイトや電

子掲示板への特定個人を誹謗中傷する書き込み等の違

法・有害情報について、フィルタリングソフトの普及、

プロバイダにおける自主的措置への支援等を実施する。

【総務省、経済産業省】

（ ）介護者への支援の充実

高齢者を介護する者の負担を軽減するため、地域包

括支援センターその他関係機関等との連携協力体制の

整備や介護者に対する相談等が円滑に実施されるよう、

相談業務等に従事する職員の確保や資質の向上などに

関し、必要な支援の実施に努める。【厚生労働省】

（ ）ひきこもりへの支援の充実

保健・医療・福祉・教育・労働等の分野の関係機関

と連携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口と

しての機能を有する「ひきこもり地域支援センター」

において、本人・家族に対する早期からの相談・支援

等を行い、ひきこもり対策を推進する。このほか、精

神保健福祉センターや保健所、児童相談所において、

医師や保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等による

相談・支援を、本人や家族に対して行う。【厚生労働省】

（ ）児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者への支援の

充実

児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重

大な影響を与え、自殺のリスク要因ともなり得る。児

童虐待の発生予防から虐待を受けた子どもの自立支援

まで一連の対策の更なる強化を図るため、市町村及び

児童相談所の相談支援体制を強化するとともに、社会

的養護の充実を図る。【厚生労働省】

また、児童虐待を受けたと思われる子どもを見つけ

た時などに、ためらわずに児童相談所に通告・相談が

できるよう、児童相談所全国共通ダイヤル「１８９（い

ちはやく）」について、毎年１１月の「児童虐待防止推

進月間」を中心に、積極的な広報・啓発を実施する。

【厚生労働省】

また、社会的養護の下で育った子どもは、施設など

を退所し自立するに当たって、保護者などから支援を

受けられない場合が多く、その結果、様々な困難を抱

えることが多い。そのため、子どもの自立支援を効果

的に進めるために、例えば進学や就職などのタイミン

グで支援が途切れることのないよう、退所した後も引

き続き子どもを受け止め、支えとなるような支援の充

実を図る。【厚生労働省】

性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、

被害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援

の連携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実

や被害者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内

閣府、警察庁、厚生労働省】

また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策

に係る電話相談事業を行う民間支援団体による支援の

連携を強めるとともに、居場所づくりの充実を推進す

る。【厚生労働省】

さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難を抱えた女

性の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と

民間支援団体が連携したアウトリーチや居場所づくり

などの支援の取組を進める。【厚生労働省】

性犯罪・性暴力の被害者において、ＰＴＳＤ等精神

疾患の有病率が高い背景として、ＰＴＳＤ対策におけ

る医療と保健との連携の不十分さが指摘されている。

このため性犯罪・性暴力の被害者支援を適切に行う観

点から、科学的根拠に基づく対策の実施に必要な調査

研究を行う。【厚生労働省】

（ ）生活困窮者への支援の充実

複合的な課題を抱える生活困窮者の中に自殺リスク

を抱えている人が少なくない実情を踏まえて、生活困

窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業において包

括的な支援を行うとともに、自殺対策に係る関係機関

等とも緊密に連携し、効果的かつ効率的な支援を行う。

また、地域の現場でそうした連携が進むよう、連携の

具体的な実践例の周知や自殺対策の相談窓口を訪れた

生活困窮者を必要な施策につなげるための方策を検討

するなど、政策的な連携の枠組みを推進する。【厚生労

働省】

さらに、関係機関の相談員を対象に、ケース検討を

含む合同の研修を行い、生活困窮者自立支援制度にお

ける関係機関の連携促進に配慮した共通の相談票を活

用するなどして、自殺対策と生活困窮者自立支援制度

の連動性を高めるための仕組みを構築する。【厚生労働

省】

（ ）ひとり親家庭に対する相談窓口の充実等

子育てと生計の維持を一人で担い、様々な困難を抱

えている人が多いひとり親家庭を支援するため、地方

公共団体のひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自

立支援員に加え、就業支援専門員の配置を進め、子育

て・生活に関する内容から就業に関する内容まで、ワ

ンストップで相談に応じるとともに、必要に応じて、

他の支援機関につなげることにより、総合的・包括的

な支援を推進する。【厚生労働省】

（ ）妊産婦への支援の充実

妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦、妊婦

健診を受けずに出産に至った産婦といった特定妊婦等

への支援の強化を図るため、関係機関の連携を促進し、

特定妊婦や飛び込み出産に対する支援を進める。【厚生

労働省】

また、出産後間もない時期の産婦については、産後

うつの予防等を図る観点から、産婦健康診査で心身の

健康状態や生活環境等の把握を行い、産後の初期段階

における支援を強化する。【厚生労働省】【再掲】

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する、

「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」

において、子育て支援に関する必要な情報提供等を行

うとともに、産後うつの予防等も含めた支援が必要な
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家庭を把握した場合には、適切な支援に結びつける。

【厚生労働省】【再掲】

産後に心身の不調又は育児不安等を抱える者等に対

しては、退院直後の母親等に対して心身のケアや育児

のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる

支援体制を確保するとともに、産後ケア事業の法律上

の枠組みについて、今後の事業の実施状況等を踏まえ

検討する。【厚生労働省】

（ ）性的マイノリティへの支援の充実

法務局・地方法務局又はその支局や特設の人権相談

所において相談に応じる。人権相談等で、性的指向や

性同一性障害に関する嫌がらせ等の人権侵害の疑いの

ある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査

を行い、事案に応じた適切な措置を講じる。【法務省】

性的マイノリティは、社会や地域の無理解や偏見等

の社会的要因によって自殺念慮を抱えることもあるこ

とから、性的マイノリティに対する教職員の理解を促

進するとともに、学校における適切な教育相談の実施

等を促す。【文部科学省】

性的指向・性自認を理由としたものも含め、社会的

なつながりが希薄な方々の相談先として、２４時間３

６５日無料の電話相談窓口（よりそいホットライン）

を設置するとともに、必要に応じて面接相談や同行支

援を実施して具体的な解決につなげる寄り添い支援を

行う。【厚生労働省】

性的指向や性自認についての不理解を背景としてパ

ワーハラスメントが行われ得ることを都道府県労働局

に配布するパワーハラスメント対策導入マニュアルに

より周知を図るほか、公正な採用選考についての事業

主向けパンフレットに「性的マイノリティの方など特

定の人を排除しない」旨を記載し周知する。また、職

場におけるセクシュアルハラスメントは、相手の性的

指向又は性自認にかかわらず、該当することがあり得

ることについて、引き続き、周知を行う。【厚生労働省】

（ ）相談の多様な手段の確保、アウトリーチの強化

国や地方公共団体、民間団体による相談事業におい

て、障害の特性等により電話や対面による相談が困難

な場合であっても、可能な限り相談ができるよう、Ｆ

ＡＸ、メール、ＳＮＳ等の多様な意思疎通の手段の確

保を図る。【厚生労働省】

地方公共団体による取組を支援する等、子どもに対

するＳＮＳを活用した相談体制の実現を図る。【文部科

学省】【再掲】

性犯罪・性暴力被害者等、困難を抱えた女性の支援

を推進するため、婦人相談所等の関係機関と民間支援

団体が連携したアウトリーチや居場所づくりなどの支

援の取組を進める。【厚生労働省】【再掲】

若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾

向がある一方で、インターネットやＳＮＳ上で自殺を

ほのめかしたり、自殺の手段等を検索したりする傾向

もあると言われている。そのため、自宅への訪問や街

頭での声がけ活動だけではなく、ＩＣＴ（情報通信技

術）も活用した若者へのアウトリーチ策を強化する。

【厚生労働省】【再掲】

（ ）関係機関等の連携に必要な情報共有の仕組みの

周知

地域における多様な支え手による生きることの包括

的な支援を円滑に行えるようにするため、相談者本人

の意思を尊重しつつ、有機的な連携のため必要な相談

者に係る情報を共有することができるよう、関係機関

の連携に必要な情報共有の仕組みに係る取組事例を収

集し、地方公共団体等に周知する。【厚生労働省】

（ ）自殺対策に資する居場所づくりの推進

生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配

偶者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失し

た中高年男性等、孤立のリスクを抱えるおそれのある

人が、孤立する前に、地域とつながり、支援とつなが

ることができるよう、孤立を防ぐための居場所づくり

等を推進する。【厚生労働省、関係府省】

相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きるこ

との阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な

支援と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの

促進要因（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通

じた支援とを連動させた包括的な生きる支援を推進す

る。【厚生労働省】

（ ）報道機関に対する世界保健機関の手引き等の周

知

報道機関に適切な自殺報道を呼びかけるため、世界

保健機関の自殺予防の手引きのうち「マスメディアの

ための手引き」や国内の報道機関が自主的に策定した

自殺報道に関するガイドライン等を報道各社に周知し、

それらの活用を呼びかける。【厚生労働省】

マスメディアにおける自主的な取組に資するよう、

自殺報道の影響や諸外国の取組等に関する調査研究を

行う。【厚生労働省】

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

救急施設に搬送された自殺未遂者への複合的ケース

マネジメントの効果検証、医療機関と地方公共団体の

連携による自殺未遂者支援の取組検証など、各地で展

開された様々な試行的取組の成果の蓄積等を踏まえて、

自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための対策を強化

する。また、自殺未遂者を見守る家族等の身近な支援

者への支援を充実する。

（１）地域の自殺未遂者等支援の拠点機能を担う医療

機関の整備

自殺未遂者の再企図を防ぐためには、救急医療部門

に搬送された自殺未遂者に退院後も含めて継続的に適

切に介入するほか、対応困難例の事例検討や地域の医

療従事者への研修等を通じて、地域の自殺未遂者支援

の対応力を高める拠点となる医療機関が必要であり、

これらの取組に対する支援を強化するとともに、モデ

ル的取組の横展開を図る。【厚生労働省】

（２）救急医療施設における精神科医による診療体制

等の充実

精神科救急医療体制の充実を図るとともに、救命救

急センター等に精神保健福祉士等の精神保健医療従事

者等を配置するなどして、治療を受けた自殺未遂者の

精神科医療ケアの必要性を評価し、必要に応じて精神

科医による診療や精神保健医療従事者によるケアが受

けられる救急医療体制の整備を図る。【厚生労働省】
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また、自殺未遂者に対する的確な支援を行うため、

自殺未遂者の治療とケアに関するガイドラインについ

て、救急医療関係者等への研修等を通じて普及を図る。

【厚生労働省】

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支

援の強化

各都道府県が定める保健、医療、福祉に関する計画

等における精神保健福祉対策を踏まえつつ、地域の精

神科医療機関を含めた保健・医療・福祉・教育・労働・

法律等の関係機関・関係団体のネットワークの構築を

促進する。医療機関と地方公共団体が自殺未遂者への

支援を連携して行うことにより、切れ目のない継続的

かつ包括的な自殺未遂者支援を推進する。さらに、こ

の連携を促進するため、精神保健福祉士等の専門職を、

医療機関を始めとした地域に配置するなどの取組を進

める。【厚生労働省】【一部再掲】

また、地域においてかかりつけの医師等がうつ病と

診断した人を専門医につなげるための医療連携体制や

様々な分野の相談機関につなげる多機関連携体制の整

備を推進する。【厚生労働省】【再掲】

（４）居場所づくりとの連動による支援

生きづらさを抱えた人や自己肯定感が低い若者、配

偶者と離別・死別した高齢者や退職して役割を喪失し

た中高年男性等、孤立のリスクを抱えるおそれのある

人が、孤立する前に、地域とつながり、支援とつなが

ることができるよう、孤立を防ぐための居場所づくり

等を推進する。【厚生労働省、関係府省】【再掲】

相談者が抱える問題を具体的に解決して「生きるこ

との阻害要因（自殺のリスク要因）」を減らす個別的な

支援と、相談者の自己肯定感を高めて「生きることの

促進要因（自殺の保護要因）」を増やす居場所活動を通

じた支援とを連動させた包括的な生きる支援を推進す

る。【厚生労働省】【再掲】

（５）家族等の身近な支援者に対する支援

自殺の原因となる社会的要因に関する各種相談機関

とのネットワークを構築することにより精神保健福祉

センターや保健所の保健師等による自殺未遂者に対す

る相談体制を充実するとともに、地域の精神科医療機

関を含めた保健・医療・福祉・教育・労働・法律等の

関係機関・関係団体のネットワークを構築するなど継

続的なケアができる体制の整備を一層進めることなど

により、退院後の家族や知人等の身近な支援者による

見守りの支援を充実する。【厚生労働省】

また、諸外国の実証研究において、家族等の支援を

受けた自殺未遂者本人の自殺関連行動や抑うつ感の改

善、自殺未遂者の家族自身の抑うつや自殺念慮が改善

したとの報告があることを踏まえ、自殺未遂者の日常

的な支援者としての家族や知人等、自殺未遂者のこと

で悩んでいる家族や知人等の支えになりたいと考える

者を対象とした研修を開催する。【厚生労働省】

（６）学校、職場等での事後対応の促進

学校、職場で自殺未遂があった場合に、その直後の

周りの人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう

自殺未遂後の職場における対応マニュアルや学校の教

職員向けの資料の普及等により、適切な事後対応を促

す。【文部科学省、厚生労働省】

９．遺された人への支援を充実する

基本法では、その目的規定において、自殺対策の総

合的推進により、自殺の防止を図ることとともに、自

殺者の親族等の支援の充実を図ることが掲げられてい

る。自殺により遺された人等に対する迅速な支援を行

うとともに、全国どこでも、関連施策を含めた必要な

支援情報を得ることができるよう情報提供を推進する

など、支援を充実する。また、遺族の自助グループ等

の地域における活動を支援する。

（１）遺族の自助グループ等の運営支援

地域における遺族の自助グループ等の運営、相談機

関の遺族等への周知を支援するとともに、精神保健福

祉センターや保健所の保健師等による遺族等への相談

体制を充実する。【厚生労働省】

（２）学校、職場等での事後対応の促進

学校、職場で自殺があった場合に、その直後の周り

の人々に対する心理的ケアが的確に行われるよう自殺

後の職場における対応マニュアルや学校の教職員向け

の資料の普及等により、適切な事後対応を促す。【文部

科学省、厚生労働省】

（３）遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供

の推進等

遺族等が全国どこでも、関連施策を含めた必要な支

援情報を得ることができるよう、自殺総合対策推進セ

ンターを中心に取り組む。また、遺族等が総合的な支

援ニーズを持つ可能性があることを踏まえ、必要に応

じて役立つ情報を迅速に得ることができるよう、一般

的な心身への影響と留意点、諸手続に関する情報、自

助グループ等の活動情報、民間団体及び地方公共団体

の相談窓口その他必要な情報を掲載したパンフレット

の作成と、遺族等と接する機会の多い関係機関等での

配布を徹底するなど、自殺者や遺族のプライバシーに

配慮しつつ、遺族等が必要とする支援策等に係る情報

提供を推進する。【厚生労働省】

いわゆる心理的瑕疵物件をめぐる空室損害の請求等、

遺族等が直面し得る問題について、法的問題も含め検

討する。【厚生労働省】

（４）遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上

警察官、消防職員等の公的機関で自殺に関連した業

務に従事する者に対して、適切な遺族等への対応等に

関する知識の普及を促進する。【警察庁、総務省】【再

掲】

（５）遺児等への支援

地域における遺児等の自助グループ等の運営、相談

機関の遺児等やその保護者への周知を支援するととも

に、児童生徒と日頃から接する機会の多い学校の教職

員を中心に、児童相談所、精神保健福祉センターや保

健所の保健師等による遺児等に関する相談体制を充実

する。【文部科学省、厚生労働省】

遺児等に対するケアも含め教育相談を担当する教職

員の資質向上のための研修等を実施する。【文部科学省】

【再掲】
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．民間団体との連携を強化する

国及び地域の自殺対策において、民間団体は非常に

重要な役割を担っている。しかし、多くの民間団体が、

組織運営や人材育成、資金確保等の面で課題を抱えて

いる。そうした現状を踏まえ、平成２８年４月、基本

法の改正により、国及び地方公共団体は、民間団体の

活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の必

要な施策を講ずるものとするとされた。

（１）民間団体の人材育成に対する支援

民間団体における相談の担い手や他機関連携を促す

コーディネーターの養成を支援する。【厚生労働省】

活動分野ごとのゲートキーパー養成のための研修資

材の開発や研修資材の開発支援、研修受講の支援など

により、民間団体における人材養成を支援する。【厚生

労働省】

（２）地域における連携体制の確立

地域において、自殺対策を行っている公的機関、民

間団体等の実践的な連携体制の確立を促すとともに、

連携体制が円滑に機能するよう優良事例に関する情報

提供等の支援を行う。【厚生労働省】

消費者トラブルの解消とともに自殺等の兆候の事前

察知や関係機関の連携強化等にも寄与するため、トラ

ブルに遭うリスクの高い消費者（高齢者、消費者被害

経験者等）の消費者被害の防止のための見守りネット

ワークの構築を支援する。【消費者庁】

（３）民間団体の相談事業に対する支援

民間団体による自殺対策を目的とした相談事業に対

する支援を引き続き実施する。【厚生労働省】

また、相談員の人材育成等に必要な情報提供を行う

などの支援を引き続き実施する。【厚生労働省】

（４）民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多発地域

における取組に対する支援

国及び地域における取組を推進するため、民間団体

の実施する先駆的・試行的な自殺対策や調査等を支援

する。【厚生労働省】

また、民間団体が先駆的・試行的な自殺対策に取り

組みやすくなるよう、必要な情報提供等の支援を行う。

【厚生労働省】

自殺多発地域における民間団体を支援する。【厚生労

働省】

．子ども・若者の自殺対策を更に推進する

我が国の自殺死亡率は、近年、全体としては低下傾

向にあるものの、２０歳未満は平成１０年以降おおむ

ね横ばいであり、２０歳代や３０歳代は他の年代に比

べてピーク時からの減少率が低い。また、若年層の死

因に占める自殺の割合は高く、若年層の自殺対策が課

題となっている。さらに、２８年４月、基本法の改正

により、学校におけるＳＯＳの出し方に関する教育の

推進が盛り込まれたことから、特に若者の自殺対策を

更に推進する。

支援を必要とする若者が漏れないよう、その範囲を

広くとることは重要であるが、ライフステージ（学校

の各段階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）

ごとに置かれている状況は異なっており、自殺に追い

込まれている事情も異なっていることから、それぞれ

の集団の置かれている状況に沿った施策を実施するこ

とが必要である。

（１）いじめを苦にした子どもの自殺の予防

いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基

本的な方針」（平成２５年１０月１１日文部科学大臣決

定）等に定める取組を推進するとともに、いじめは決

して許されないことであり、「どの子どもにも、どの学

校でも起こり得る」ものであることを周知徹底し、全

ての教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握して、

迅速に対応すること、またその際、いじめの問題を隠

さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携して対処

していくべきことを指導する。【文部科学省】

子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるよう

な２４時間の全国統一ダイヤル（２４時間子供ＳＯＳ

ダイヤル）によるいじめなどの問題に関する電話相談

体制について地方公共団体を支援するとともに、学校、

地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見し、適切

に対応できる地域ぐるみの体制整備を促進する。また、

地方公共団体による取組を支援する等、子どもに対す

るＳＮＳを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学

省】

また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通

じて子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権ＳＯＳミ

ニレター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き

実施する。【法務省】

いじめが人に与える影響の大きさへの理解を促すた

め、いじめを受けた経験のある人やいじめを苦に自殺

で亡くなった子を持つ遺族等の体験談等を、学校にお

いて、子どもや教育関係者が聴く機会を設けるよう努

める。【文部科学省】

（２）学生・生徒等への支援の充実

１８歳以下の自殺は、長期休業明けに急増する傾向

があることから、長期休業前から長期休業期間中、長

期休業明けの時期にかけて、小学校、中学校、高等学

校等における早期発見・見守り等の取組を推進する。

【文部科学省】【再掲】

保健室やカウンセリングルームなどをより開かれた

場として、養護教諭等の行う健康相談を推進するとと

もに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカー等の配置、及び常勤化に向けた取組を進めるな

ど学校における相談体制の充実を図る。また、これら

の教職員の資質向上のための研修を行う。さらに、大

学等においては、学生の心の問題・成長支援に関する

課題やニーズへの理解を深め、心の悩みを抱える学生

等を必要な支援につなぐための教職員向けの取組の推

進を図る【文部科学省】【再掲】

いじめ防止対策推進法、「いじめの防止等に関する基

本的な方針」等に定める取組を推進するとともに、い

じめは決して許されないことであり、「どの子どもにも、

どの学校でも起こり得る」ものであることを周知徹底

し、全ての教育関係者がいじめの兆候をいち早く把握

して、迅速に対応すること、またその際、いじめの問

題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携し

て対処していくべきことを指導する。【文部科学省】【再

掲】
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子どもがいつでも不安や悩みを打ち明けられるよう

な２４時間の全国統一ダイヤル（２４時間子供ＳＯＳ

ダイヤル）によるいじめなどの問題に関する電話相談

体制について地方公共団体を支援するとともに、学校、

地域、家庭が連携して、いじめを早期に発見し、適切

に対応できる地域ぐるみの体制整備を促進する。また、

地方公共団体による取組を支援する等、子どもに対す

るＳＮＳを活用した相談体制の実現を図る。【文部科学

省】【再掲】

また、地域の人権擁護委員等が手紙のやりとりを通

じて子どもの悩みに寄り添う「子どもの人権ＳＯＳミ

ニレター」などの子どもの人権を守る取組を引き続き

実施する。【法務省】【再掲】

不登校の子どもへの支援について、早期からの支援

につながる効果的な取組等を、民間団体を含めた関係

機関等と連携しながら推進するとともに、学校内外に

おける相談体制の充実を図る。【文部科学省】

高校中途退学者及び進路未決定卒業者について、中

途退学、卒業後の状況等に関する実態の把握及び共有

に努め、ハローワーク、地域若者サポートステーショ

ン、学校等の関係機関が連携協力し、効果的な支援を

行う。【文部科学省、厚生労働省】

（３）ＳＯＳの出し方に関する教育の推進

学校において、体験活動、地域の高齢者等との世代

間交流等を活用するなどして、児童生徒が命の大切さ

を実感できる教育に偏ることなく、社会において直面

する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法

を身に付けるための教育（ＳＯＳの出し方に関する教

育）、心の健康の保持に係る教育を推進するとともに、

児童生徒の生きることの促進要因を増やすことを通じ

て自殺対策に資する教育の実施に向けた環境づくりを

進める。【文部科学省】【再掲】

児童生徒と日々接している学級担任、養護教諭等の

教職員や、学生相談に関わる大学等の教職員に対し、

ＳＯＳの出し方を教えるだけではなく、子どもが出し

たＳＯＳについて、周囲の大人が気づく感度をいかに

高め、また、どのように受け止めなどについて普及啓

発を実施するため、研修に資する教材の作成・配布な

どにより取組の支援を行う。自殺者の遺児等に対する

ケアも含め教育相談を担当する教職員の資質向上のた

めの研修等を実施する。また、自殺念慮の割合等が高

いことが指摘されている性的マイノリティについて、

無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つで

あると捉えて、教職員の理解を促進する。【文部科学省】

【再掲】

（４）子どもへの支援の充実

貧困の状況にある子どもが抱える様々な問題が自殺

のリスク要因となりかねないため、子どもの貧困対策

の推進に関する法律に基づき実施される施策と自殺対

策との連携を深める。【内閣府、厚生労働省】

生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮世帯の子

どもを対象とした居場所づくりを含む学習支援事業を

実施するとともに、親との離別・死別等により精神面

や経済面で不安定な状況に置かれるひとり親家庭の子

どもを対象に、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習

慣の習得や学習支援等を行う居場所づくりを推進する。

【厚生労働省】

児童虐待は、子どもの心身の発達と人格の形成に重

大な影響を与える。児童虐待の発生予防から虐待を受

けた子どもの自立支援まで一連の対策の更なる強化を

図るため、市町村及び児童相談所の相談支援体制を強

化するとともに、社会的養護の充実を図る。【厚生労働

省】【再掲】

また、社会的養護の下で育った子どもは、施設など

を退所し自立するに当たって、保護者などから支援を

受けられない場合が多く、その結果、様々な困難を抱

えることが多い。そのため、子どもの自立支援を効果

的に進めるために、例えば進学や就職などのタイミン

グで支援が途切れることのないよう、退所した後も引

き続き子どもを受け止め、支えとなるような支援の充

実を図る。【厚生労働省】【再掲】

（５）若者への支援の充実

「地域若者サポートステーション」において、地域

の関係機関とも連携し、若年無業者等の職業的自立を

個別的・継続的・包括的に支援する。【厚生労働省】【再

掲】

保健・医療・福祉・教育・労働等の分野の関係機関

と連携の下でひきこもりに特化した第一次相談窓口と

しての機能を有する「ひきこもり地域支援センター」

において、本人・家族に対する早期からの相談・支援

等を行い、ひきこもり対策を推進する。このほか、精

神保健福祉センターや保健所、児童相談所において、

医師や保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等による

相談・支援を、本人や家族に対して行う。【厚生労働省】

【再掲】

性犯罪・性暴力の被害者の精神的負担軽減のため、

被害者が必要とする情報の集約や関係機関による支援

の連携を強めるとともに、カウンセリング体制の充実

や被害者の心情に配慮した事情聴取等を推進する。【内

閣府、警察庁、厚生労働省】【再掲】

また、自殺対策との連携を強化するため、自殺対策

に係る電話相談事業を行う民間支援団体による支援の

連携を強めるとともに、居場所づくりの充実を推進す

る。【厚生労働省】【再掲】

さらに、性犯罪・性暴力被害者等、困難を抱えた女

性の支援を推進するため、婦人相談所等の関係機関と

民間支援団体が連携を強化したアウトリーチや居場所

づくりなどの支援の取組を進める。【厚生労働省】【再

掲】

思春期・青年期において精神的問題を抱える者、自

傷行為を繰り返す者や被虐待経験などにより深刻な生

きづらさを抱える者について、地域の救急医療機関、

精神保健福祉センター、保健所、教育機関等を含めた

保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関・関係団

体のネットワークの構築により適切な医療機関や相談

機関を利用できるよう支援する等、精神疾患の早期発

見、早期介入のための取組を推進する。【厚生労働省】

【再掲】

（６）若者の特性に応じた支援の充実

若者は、自発的には相談や支援につながりにくい傾

向がある一方で、インターネットやＳＮＳ上で自殺を

ほのめかしたり、自殺の手段等を検索したりする傾向

もあると言われている。そのため、自宅への訪問や街

頭での声がけ活動だけではなく、ＩＣＴも活用した若
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者へのアウトリーチ策を強化する。【厚生労働省】【再

掲】

支援を必要としている人が簡単に適切な支援策に係

る情報を得ることができるようにするため、インター

ネット（スマートフォン、携帯電話等を含む。）を活用

した検索の仕組みなど、支援策情報の集約、提供を強

化する。【厚生労働省】【再掲】

若年層の自殺対策が課題となっていることを踏まえ、

若者の自殺や生きづらさに関する支援一体型の調査を

支援する。【厚生労働省】【再掲】

（７）知人等への支援

若者は、支援機関の相談窓口ではなく、個人的なつ

ながりで、友人等の身近な者に相談する傾向があると

言われている。また、悩みを打ち明けられ、相談を受

けた身近な者が、対応に苦慮して自らも追い詰められ

ているという事案（いわゆる「共倒れ」）も発生してい

ると言われている。そのため、民間団体の活動に従事

する人や、悩みを抱える者を支援する家族や知人等を

含めた支援者も含む自殺対策従事者について、相談者

が自殺既遂に至った場合も含めて心の健康を維持する

ための仕組みづくりを推進するとともに、心の健康に

関する知見をいかした支援方法の普及を図る。【厚生労

働省】【再掲】

勤務問題による自殺対策を更に推進する

（１）長時間労働の是正

長時間労働の是正については、「働き方改革実行計画」

を踏まえ、労働基準法を改正し、週４０時間を超えて

労働可能となる時間外労働の限度を原則として、月４

５時間、かつ、年３６０時間とし、違反には以下の特

例の場合を除いて罰則を課す。特例として、臨時的な

特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協

定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間

外労働時間を年７２０時間（＝月平均６０時間）とす

る。かつ、年７２０時間以内において、一時的に事務

量が増加する場合について、最低限、上回ることので

きない上限を設ける。【厚生労働省】

加えて、労使が上限値までの協定締結を回避する努

力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能

な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基

準法に指針を定める規定を設ける。【厚生労働省】

また、いわゆる過労死・過労自殺を防止するため、

過重労働による健康障害の防止に向け、長時間労働が

行われている事業場に対する監督指導の徹底など労働

基準監督署による監督指導を強化するとともに、小規

模事業場や非正規雇用を含めた全ての労働者の長時間

労働を抑制するため、労働時間等の設定改善に向けた

環境整備を推進する。【厚生労働省】

加えて、労働時間の適正な把握を徹底するため、企

業向けの新たな労働時間の把握に関するガイドライン

の周知を行う。【厚生労働省】

さらに、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、

健康で充実して働き続けることのできる社会の実現の

ため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に

基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間

団体の活動に対する支援等の過労死等の防止のための

対策を推進する。【厚生労働省】【再掲】

（２）職場におけるメンタルヘルス対策の推進

過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充

実して働き続けることのできる社会の実現のため、「過

労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、

調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活

動に対する支援等の過労死等の防止のための対策を推

進する。【厚生労働省】【再掲】

また、職場におけるメンタルヘルス対策の充実を推

進するため、引き続き、「労働者の心の健康の保持増進

のための指針」の普及啓発を図るとともに、労働安全

衛生法の改正により平成２７年１２月に創設されたス

トレスチェック制度の実施の徹底を通じて、事業場に

おけるメンタルヘルス対策の更なる普及を図る。併せ

て、ストレスチェック制度の趣旨を踏まえ、長時間労

働などの量的負荷のチェックの視点だけではなく、職

場の人間関係や支援関係といった質的負荷のチェック

の視点も踏まえて、職場環境の改善を図っていくべき

であり、ストレスチェック結果を活用した集団分析を

踏まえた職場環境改善に係る取組の優良事例の収集・

共有、職場環境改善の実施等に対する助成措置等の支

援を通じて、事業場におけるメンタルヘルス対策を推

進する。【厚生労働省】【再掲】

加えて、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

において、総合的な情報提供や電話・メール相談を実

施するとともに、各都道府県にある産業保健総合支援

センターにおいて、事業者への啓発セミナー、事業場

の人事労務担当者・産業保健スタッフへの研修、事業

場への個別訪問による若年労働者や管理監督者に対す

るメンタルヘルス不調の予防に関する研修などを実施

する。【厚生労働省】【再掲】

小規模事業場に対しては、安全衛生管理体制が必ず

しも十分でないことから、産業保健総合支援センター

の地域窓口において、個別訪問等によりメンタルヘル

ス不調を感じている労働者に対する相談対応などを実

施するとともに、小規模事業場におけるストレスチェ

ックの実施等に対する助成措置等を通じて、小規模事

業場におけるメンタルヘルス対策を強化する。【厚生労

働省】【再掲】

また、「働き方改革実行計画」や「健康・医療戦略」

に基づき、産業医・産業保健機能の強化、長時間労働

の是正、健康経営の普及促進等をそれぞれ実施すると

ともに、それらを連動させて一体的に推進する。【経済

産業省、厚生労働省】【再掲】

（３）ハラスメント防止対策

パワーハラスメントの防止については、「働き方改革

実行計画」において「職場のパワーハラスメント防止

を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策

の検討を行う」とされたことを踏まえ、有識者と労使

関係者からなる検討会を開催し、職場のパワーハラス

メントの実態や課題を把握するとともに、職場のパワ

ーハラスメント対策の強化についての検討を行う。【厚

生労働省】

また、引き続き、ポータルサイトや企業向けセミナ

ーを通じて、広く国民及び労使への周知・広報や労使

の具体的な取組の促進を図るとともに、新たに、労務

管理やメンタルヘルス対策の専門家等を対象に、企業

に対してパワーハラスメント対策の取組を指導できる
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人材を養成するための研修を実施するとともに、メン

タルヘルス対策に係る指導の際に、パワーハラスメン

ト対策の指導も行う。【厚生労働省】【再掲】

さらに、全ての事業所においてセクシュアルハラス

メント及び妊娠・出産等に関するハラスメントがあっ

てはならないという方針の明確化及びその周知・啓発、

相談窓口の設置等の措置が講じられるよう、また、こ

れらのハラスメント事案が生じた事業所に対しては、

適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行われ

るよう都道府県労働局雇用環境・均等部（室）による

指導の徹底を図る。【厚生労働省】

第５ 自殺対策の数値目標

平成２８年４月、基本法の改正により、誰も自殺に

追い込まれることのない社会の実現を目指して対処し

ていくことが重要な課題であるとされた。したがって、

最終的に目指すべきはそうした社会の実現であるが、

当面の目標としては、先進諸国の現在の水準まで減少

させることを目指し、平成３８年までに、自殺死亡率

を２７年と比べて３０％以上減少させることとする。

注）

なお、できるだけ早期に目標を達成できるよう努め

るものとし、目標が達成された場合は、大綱の見直し

期間にかかわらず、その在り方も含めて数値目標を見

直すものとする。

注）世界保健機関 によれば、先進

諸国の自殺死亡率は、フランス１５．１（２０１３）、

米国１３．４（２０１４）、ドイツ１２．６（２０１

４）、カナダ１１．３（２０１２）、英国７．５（２

０１３）、イタリア７．２（２０１２）である。

平成２７年の自殺死亡率は１８．５であり、それ

を３０％以上減少させると１３．０以下となる。我

が国の総人口は、国立社会保障・人口問題研究所の

中位推計（平成２９年推計）によると、平成３７年

には約１億２３００万人になると見込まれており、

目標を達成するためには自殺者数は約１万６００

０人以下となる必要がある。

第６ 推進体制等

１．国における推進体制

大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するた

め、自殺総合対策会議を中心に、必要に応じて一部の

構成員による会合を機動的に開催するなどして、厚生

労働大臣のリーダーシップの下に関係行政機関相互の

緊密な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分

な調整を図る。

さらに、同会議の事務局が置かれている厚生労働省

において、関係府省が行う対策を支援、促進するとと

もに、地域自殺対策計画策定ガイドラインを作成し、

地方公共団体の地域自殺対策計画の策定を支援し、国

を挙げて総合的な自殺対策を実施していく。特異事案

の発生等の通報体制を整備するとともに、関係府省緊

急連絡会議を機動的に開催し、適切に対応する。

また、国を挙げて自殺対策が推進されるよう、国、

地方公共団体、関係団体、民間団体等が連携・協働す

るための仕組みを設ける。

さらに、保健、医療、福祉、教育、労働、男女共同

参画、高齢社会、少子化社会、青少年育成、障害者、

犯罪被害者等支援、地域共生社会、生活困窮者支援そ

の他の関連施策など関連する分野とも緊密に連携しつ

つ、施策を推進する。

また、自殺総合対策推進センターは、関係者が連携

して自殺対策のＰＤＣＡサイクルに取り組むための拠

点として、精神保健的な視点に加え、社会学、経済学、

応用統計学等の学際的な視点から、国がＰＤＣＡサイ

クルを回すためのエビデンスに基づく政策支援を行い、

あわせて地域レベルの取組を支援する視点から、民間

団体を含む基礎自治体レベルの取組の実務的・実践的

支援の強化及び地域が実情に応じて取り組むための情

報提供や仕組みづくり（人材育成等）を行う。

２．地域における計画的な自殺対策の推進

自殺対策は、家庭や学校、職場、地域など社会全般

に深く関係しており、総合的な自殺対策を推進するた

めには、地域の多様な関係者の連携・協力を確保しつ

つ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進して

いくことが重要である。

このため、国は地域自殺対策計画策定ガイドライン、

自殺実態プロファイルや政策パッケージを作成・提供

するとともに、都道府県や政令指定都市において、地

域自殺対策推進センターの設置と同センターにより管

内の市区町村の地域自殺対策計画の策定・進捗管理・

検証等が行われるよう支援する。また、都道府県及び

政令指定市において、様々な分野の関係機関・団体に

よって構成される自殺対策連絡協議会等の自殺対策の

検討の場の設置と同協議会等により地域自殺対策計画

の策定等が推進されるよう、積極的に働きかけるとと

もに、情報の提供等適切な支援を行うこととする。ま

た、市町村においても自殺対策の専任部署の設置、自

殺対策と他の施策等とのコーディネート役を担う自殺

対策の専任職員が配置されるよう、積極的に働きかけ

る。さらに、複数の地方公共団体による連携の取組に

ついても、情報の提供等適切な支援を行うこととする。

また、これら地域における取組に民間団体等の参画が

一層進むよう、地方公共団体に働きかける。

３．施策の評価及び管理

自殺総合対策会議により、本大綱に基づく施策の実

施状況、目標の達成状況等を把握し、その効果等を評

価するとともに、これを踏まえた施策の見直しと改善

に努める。

このため、厚生労働大臣の下に、中立・公正の立場

から本大綱に基づく施策の実施状況、目標の達成状況

等を検証し、施策の効果等を評価するための仕組みを

設け、効果的に自殺対策を推進する。

４．大綱の見直し

本大綱については、政府が推進すべき自殺対策の指

針としての性格に鑑み、社会経済情勢の変化、自殺を

めぐる諸情勢の変化、本大綱に基づく施策の推進状況

や目標達成状況等を踏まえ、おおむね５年を目途に見

直しを行う。


